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平成２２年２月２日 

 

 

各都道府県及び市区町村等介護保険主管課（室）御中 

 

 

 

                     厚生労働省老健局老人保健課 

 

 

「要介護認定の見直しに係る検証・検討会」における検討結果を踏まえた 

認定調査及び介護認定審査会における留意事項等について 

 

 

介護保険行政の推進につきましては、日頃からご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

去る１月１５日に開催された「第４回要介護認定の見直しに係る検証・検討会」（以下

「検討会」という。）において、平成２１年１０月以降の要介護認定の状況について、

別紙１のとおり取りまとめられたところです。 

 ついては、下記の事項に留意されるようお願いいたします。 

 

 

記 

 

 

１．要介護認定方法の見直しに伴う再申請等の勧奨について 

平成２１年４月から９月までに新規に要介護認定申請を行った方（以下「新規申

請者」という。）については、平成２１年１０月９日付け事務連絡「１０月以降の要

介護認定等の方法の見直しに伴う再申請等の勧奨及び状況の把握」において、特に

①非該当と判定された方、②ご本人の認識よりも軽度（重度）に判定されたと申し

出られた方に対して、それぞれ再申請や区分変更申請の勧奨を行うようお願いした

ところです。 

  検討会では、再申請等の勧奨の実施率が一部の地域で低いと指摘された（別紙２）

ことから、新規申請者に再申請や区分変更申請ができる旨を周知していない場合は、

それらの申請の勧奨を行っていただきますよう改めてお願いいたします。 

 

 

２．研修の充実及び認定調査、介護認定審査会における留意点の周知について 

検討会では、 

 ・ 認定質問窓口への問い合わせ状況をみると、特記事項の適切な記載がポイント

となる内容についての質問が多くを占めている（別紙３） 



 ・ 認定調査員への研修における説明状況をみると特記事項の記載についての重点

的な説明が徹底されていない（別紙４） 

 ・ 研修において、特記事項について十分な説明が行われている自治体では非該当

及び要支援１の割合は、過去３年とほぼ同等となっている（別紙５） 

ことから、より充実した研修の実施と特記事項の活用について改めて周知すること

が指摘されました。 

ついては、昨年８月に配布したＤＶＤ等を一層活用いただくともに、認定調査員

及び介護認定審査会委員等の関係者に対し、以下の点に留意されるよう改めて周知

徹底をお願いいたします。なお、別紙６の例については、特殊な例ではなく、特記

事項の記載の考え方について示した例であり、各調査項目において、以下の留意点

に従って行うよう周知徹底をお願いいたします。 

 

 

（留意点） 

１． 認定調査員は、特に軽度者への認定調査に当たっては、「介助されていない」

や「ない」等の選択肢を選択する場合でも、実際に介護の手間が発生している

場合には、特記事項に介護の手間と頻度を記載する。 

  

２． 認定調査員は、実際に発生している介護の手間が選択肢の選択基準に含まれて

いない場合は、具体的な介護の手間の内容と頻度を記載する。 

認定調査員は、いずれの認定調査項目にも当該介護の手間に対応した項目が

設定されていない場合には、具体的な介護の手間の内容と頻度を記載する。 

 

３． 特に、「認知症高齢者の日常生活自立度」がⅡ以上のケースについては、ＢＰ

ＳＤ関連項目等について実際の介護の手間が発生しているかどうかについて確

認を行い、実際に介護の手間が発生している場合は、特記事項に、その手間及

び頻度について記載すること。 

 

４． 認定審査会は、上記のように認定調査員が記載した特記事項等を用いて、必要

な場合には、一次判定結果の変更（重度変更及び軽度変更）を行うこと。  

特に、一次判定で要支援１等の軽度と判定されたケースで、かつ、「認知症高

齢者の日常生活自立度」がⅡ以上のケースについては、ＢＰＳＤ関連項目の特

記事項等に着目して、一次判定の変更の必要性について検討すること。  

 

 



（別紙１） 

 
平成２１年１０月からの要介護認定方法の見直しに係る検証について 

 
平成 22 年 1 月 15 日 

要介護認定の見直しに係る検証・検討会 
 

 
（１）平成 21 年 7 月 28 日に開催された、第 3 回の要介護認定の見直しに係る検証・検討 

会では、昨年 4 月の要介護認定方法の見直しにより、非該当者及び軽度者の割合が増加

したこと等を踏まえ認定調査員テキストを修正し、修正の考え方や内容を自治体等に十

分に周知すべきとした。 
また、厚生労働省に対し、見直し後の要介護認定の実施状況について、本検証・検討

会に報告するよう求めた。 
 
（２）本検証・検討会の指摘を受けて、厚生労働省において、認定調査員テキストが修正さ

れ、市町村への情報提供や調査員等に対する研修が行われた上で、昨年 10 月より市町

村等において新たな方法による要介護認定が開始された。今回、その実施状況につい

て、厚生労働省から報告があった。 
 
（３）まず、昨年 4 月から 9 月までに新規に要介護認定申請を行い、非該当者となった方等

に対し、市町村から再申請等を勧奨した結果、より適切な要介護認定となった。 
4 月からの見直しで影響があった方に対し、厚生労働省、自治体等の適切な連携により、

迅速な対応が図られ、要介護認定の現場が概ね安定したことについては、一定の評価

ができる。 
 
（４）次に、要介護認定のバラツキについては、全体的に相当程度小さくなっていることか

ら、平成 21 年 4 月以降の見直しによって、要介護認定のバラツキを抑えるという制度

改正の目的は一定程度達成できたと考えられる。 
 
（５）ただし、要介護度別の分布については、昨年 4 月からの見直しと比べると非該当者及

び軽度者の割合は大幅に減少し、概ね同等の分布となったものの、過去 3 年と比べて

一部の軽度者の割合が若干大きくなっていることも事実である。 
 

（６）本検証・検討会としては、これらの結果や、特記事項の活用が不十分であると思われ

る状況などを踏まえ、厚生労働省に対し、今後、各自治体等においてより充実した研

修が実施されるよう対応を徹底するとともに、認定調査及び介護認定審査会における

特記事項の活用について改めて周知することを求めたい。 
 
（７）以上により、平成 21 年 4 月に行われた要介護認定の見直しに伴う混乱については、

ほぼ終息し、本検証・検討会の目的は概ね達成できたものと判断し、本検証・検討会は、

今回で終了することとする。 
 
（８）なお、今後の要介護認定のあり方等については、介護保険制度全般の見直しに向けた

議論の方向性を待って、公開の場で議論を進めていくことが適当である。 
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問
窓
口

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
３
月

１
９
日

に
開

設
し
た
が

、
１
０
月

１
日

か
ら
は

、
よ
り
迅
速
な
回

答
を
行

う
こ
と
を
目

的
に
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上

で
質
問

及
び
回

答
で
き
る
よ
う
に
し
た
。

○
開
設
後
の
質
問
受

付
状

況
は

、
４
月

以
降

の
３
ヶ
月
間
の

数
の
推

移
に
比
べ

て
、
改
訂
版
テ
キ
ス
ト
の

使
用

が
開

始
さ
れ

た
１
０
月

以
降

は
問
い
合
わ
せ
の
数
が

減
少

傾
向

と
な
っ
た
。

○
１
０
月
～
１
２
月
の
問

い
合

わ
せ

件
数

の
う
ち
、
特
記

事
項
の

適
切

な
記
載

が
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
内

容
に
つ
い
て
の

質
問

が
、
約

半
数

を
占
め

た
（
５
７
０
件

中
２
８
２
件

）
。

○
問
い
合
わ
せ
数
の

推
移

改
訂
テ
キ
ス
ト

の
使
用
開
始

改
訂
テ
キ
ス
ト

の
配
布

10
/1

質
問
窓
口
に
寄
せ
ら
れ
た
質
問
件
数
の
推
移
（
参
考

）



実
際

の
介

護
の

手
間
を
、
選
択
肢
の
選
択
に
よ
っ
て
反

映
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
場
合

の
質
問

（３
０
件
）

実
際

の
介

助
が

、
選
択
肢
の
選
択
基
準
に
含

ま
れ
て
い
る
か

ど
う
か

に
つ
い
て
の

質
問
（
２
５
２
件
）

特
記

事
項

の
適

切
な
記
載

が
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
質
問
の
例

質
問
例
③

「
幻
視
・
幻
聴

」
に
よ
っ
て
、
「
部

屋
の

隅
に
人
が
い
る
」
、
「
山

の
向

こ
う
か

ら
、
（
死
ん
だ
は

ず
の

）
夫

が
降

り
て
く
る
」
等

、
と
発

言
し

て
い
る
が
、
ど
の

項
目

で
調

査
す
れ

ば
よ
い
の

か
。

質
問
例
④

尿
と
り
パ
ッ
ト
を
も
っ
た
い
な
い
と
の

理
由

で
小

さ
く
切
っ
て
何

回
か
に
分
け
て
使

う
こ
と
に
よ
り
、
衣

服
ま
で
汚

し
た
り
部

屋
の

周
囲

ま
で
汚
染
す
る
「
不

潔
行

為
」
を
続

け
る
場

合
は
、
ど
の
項

目
で
調
査
す
れ
ば

よ
い
の

か
。

質
問
例
②

２
－
４
「
食
事
摂

取
」
に
つ
い
て

基
準
で
は
、
食

事
中

に
「
常

時
」
見

守
り
を
行
っ
て
い
る
場

合
に
「
見

守
り
」
を
選
択

す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
が

、
１
回

の
食

事
の

最
中
に
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
声

か
け
見

守
り
を
し
て
い
る
場
合
の

よ
う
に
、
「
見
守
り
」
の
基
準
に
含

ま
れ

て
い
る
か

ど
う
か

の
判

断
に
難

し
い

場
合
で
も
、
「
見
守

り
」
を
選

択
し
て
よ
い
か

。

質
問
例
①

１
－
１
０
「
洗
身

」
に
つ
い
て

洗
身
行
為
自
体

は
介

助
が

行
わ

れ
て
い
な
い
が
洗
身

時
の
転

倒
防
止

の
た
め
見
守

っ
て
い
る
場

合
、
見

守
り
目

的
が

調
査

項
目

の
定
義
に
記
載

さ
れ

る
行

為
の

見
守

り
（
洗
身
が

き
ち
ん
と
で
き
て
い
る
か
の

見
守
り
）
で
な
い
場
合

で
も
、
「
見

守
り
」
を
選

択
し
て
良

い
か

。

回
答

基
準
に
従

っ
て
「
介

助
さ
れ

て
い
な
い
」
を
選

択
す
る
が
、
特
記

事
項
に
、
実

際
に
行
わ

れ
て
い
る
介

護
の

手
間

に
つ
い

て
記
載

す
る
。

類
似

す
る
項

目
又

は
関

連
す
る
調
査

項
目

（
例

え
ば
、
③

で
あ
れ
ば

「
作
話
」
、
④

で
あ
れ

ば
「
自

分
勝

手
に
行

動
す
る
」

な
ど
）
の

特
記

事
項

や
、
認

知
症

高
齢

者
の
日

常
生
活

自
立
度

の
特
記

事
項
に
、
具

体
的

な
介

護
の

手
間

の
内

容
と

頻
度

を
記

載
す
る
。

回
答



認
定

調
査

員
へ

の
研

修
に

お
け

る
説

明
状

況

（
n
=
7
3
4
市

町
村

等
）

※
都

道
府
県
、
研
修
を

主
催
し
た
市
町
村
等
及
び

研
修
を
主
催
し
て
お
ら
ず
都
道
府
県
主
催
の
研
修
会
に
の
み
参
加
し
た
市
町
村
等
か
ら
の
回
答
結

果
を

集
計
し
た
。
な
お
、
研
修
を
主
催
し
て
お
ら
ず
都

道
府
県
主
催
の
研
修
会
に
の
み
参
加
し
た
市
町
村
等
か
ら
の
回
答
は
、
当
該
市
町
村
等
が
所

属
し

て
い
る
都
道
府
県
か
ら
の
回
答
と
同
じ
回
答
と
し

集
計
し
て
い
る
。
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0
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0
.0

0
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2
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4
0
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6
0
%

8
0
%

1
0
0
%

特
記

事
項

が
重

視
さ

れ
る

方
式

と
な

っ
た

こ
と

の
説

明
  

  

頻
回

な
状

況
に

基
づ

い
て

選
択

を
行

い
、

具
体

的
に

特
記

事
項

に
記

載
す

る
こ

と
の

説
明

  
  

不
適

正
な

介
助

の
場

合
、

理
由

を
特

記
事

項
に

記
載

し
、

適
切

な
介

助
を

選
択

す
る

こ
と

に
つ

い
て

の
説

明

調
査

項
目

に
な

い
介

護
の

手
間

を
関

連
す

る
調

査
項

目
の

特
記

事
項

に
記

載
す

る
こ

と
の

説
明

調
査

項
目

に
な

い
手

間
等

を
類

似
の

項
目

の
特

記
事

項
に

記
載

す
る

こ
と

の
説

明

特
に

重
点

的
に

説
明

し
た

 
内

容
に

関
し

て
一

通
り

は
説

明
し

た
 

ほ
と

ん
ど

説
明

し
て

い
な

い
無

回
答

特
記

事
項

が
重

視
さ

れ
る

方
式

と
な

っ
た

こ
と

の
説

明

頻
回

な
状

況
に

基
づ

い
て

選
択

を
行

い
、

具
体

的
に

特
記

事
項

に
記

載
す

る
こ

と
の

説
明

不
適

切
な

介
助

の
場

合
、

理
由

を
特

記
事

項
に

記
載

し
、

適
切

な
介

助
を

選
択

す
る

こ
と

の
説

明

選
択

肢
の

選
択

基
準

に
含

ま
れ

て
い

な
い

介
護

の
手

間
は

、
特

記
事

項
に

記
載

す
る

こ
と

の
説

明

調
査

項
目

に
な

い
介

護
の

手
間

等
を

関
連

す
る

調
査

項
目

の
特

記
事

項
に

記
載

す
る

こ
と

の
説

明



二
次
判

定
結
果
の
要
介
護
度
区
分
の
比

較
（
全

体
）

（
研

修
実
施
状
況
調
査
の
結
果
を
ふ
ま
え
た
集

計
）

（
※
１
）
認
定
調
査
員
研
修
に
お
け
る
５
つ
の
ポ
イ
ン
ト
全
て

（
※
２
）
審
査
会
委
員
研

修
に
お
け
る
３
つ
の
ポ
イ
ン
ト
全
て
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平
成

18
年

1
0
・
1
1
月

判
定

（
n
=
1
5
8
,5
4
7
）

平
成

19
年

1
0
・
1
1
月

判
定

（
n
=
1
7
2
,4
0
4
）

平
成

20
年

1
0
・
1
1
月

判
定

（
n
=
1
5
1
,2
8
2
）

平
成
2
1
年
4
・
5
月
判
定

（
経
過
措
置
適
用
前
）

（
n
=
1
6
1
,9
4
7
）

平
成

21
年

1
0
・
1
1
月

判
定

（
1
2
/
４
締

め
デ
ー
タ
）

（
n
=
1
7
1
,1
8
1
）

認
定
調
査
員
研
修
に
８
割
以
上
参
加

か
つ
主
な
ポ
イ
ン
ト
(※

１
)を

「
特
に
重
点
的
に
説
明
し
た
」
場
合

（
ｎ
＝

4
6
,8
1
6
）

審
査
会
委
員
研
修
に
８
割
以
上
参
加

か
つ
主
な
ポ
イ
ン
ト
(※

２
)を

「
特
に
重
点
的
に
説
明
し
た
」
場
合

（
ｎ
＝

7
,2
8
2
）

認
定
調
査
員
研
修
及
び
審
査
会
委
員
研
修
に

い
ず
れ
も
８
割
以
上
参
加

か
つ
両
研
修
で
主
な
ポ
イ
ン
ト
を

「
特
に
重
点
的
に
説
明
し
た
」
場
合

（
n
=
4
,8
6
9
）

非
該

当
要

支
援

１
要

支
援

２
要

介
護

１
要

介
護

２
要

介
護

３
要

介
護

４
要

介
護

５

平
成
２
１
年
４
・
５
月
に
比
べ
非
該
当
及

び
要

支
援
１
は
大
幅
に
減
少
し
て
い
る

が
過
去
３
年
に
比
べ
若
干
大
き
い

充
実
し
た
研

修
を
実
施
し
て
い

る
自
治
体
で
は
、
過
去
３
年
と

ほ
ぼ
同
等



特
記
事
項
に
係
る
現
状
及
び
留
意
点
に
つ
い
て



週
に
３
回
程
度
の

失
禁
の
掃
除
は

家
族
が
行
っ
て
い
る
。

頻
度
が
少
な
い
た
め

「
介
助
さ
れ
て
い
な
い
」

を
選
択

●
排
尿
の
介
助
は
な
い
。

●
週

3回
程
度
失
禁
あ
り
。

●
掃
除
は
家
族
が
行
う
。

現
状

（
１
）

○
軽
度

者
に
対

す
る
認
定
調
査
員
に
よ
る
選

択
肢

の
選
択

に
お
い
て
は
、
実

際
の
介

護
の
手

間
が
あ
る
場
合
で
も
、
そ
の
頻
度

が
少

な
い
場

合
が
多
く
、
選
択
の
基
準
に
従

う
と
、
「介

助
さ
れ

て
い
な
い
」、

「
な
い
」
又
は

「で
き
る
」を

選
択
す
る
こ
と
に
な
る

が
、
そ
の

場
合

で
も
、
特
記
事
項
に
、
実
際

に
行

わ
れ

て
い
る
介
護

の
手
間

に
関

す
る
情

報
を
記
載
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

○
し
か

し
、
現

状
で
は
、
一
次
判
定
に
反
映
さ
れ

て
い
な
い
介

護
の

手
間
が

一
定
量

生
じ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
特
記
事
項
に

介
護

の
手

間
に
関
す
る
情
報
が
記
載
さ
れ
な
い
た
め
、
介

護
認

定
審
査

会
に
お
け
る
二

次
判

定
で
考
慮
で
き
な
く
な
っ
て
い
る

場
合

が
多

い
。

留
意
点
（
１
）

自
分

で
ト
イ
レ
に
行
っ
て
排
泄

し
て
お
り
、
通
常

は
介
助

は
行
わ

れ
て
い
な
い
が

、
週
に
３
回

ほ
ど
の
頻
度
で
、
ト
イ

レ
に
間

に
合
わ
ず
に
失
禁
し
、
廊
下

が
濡
れ

て
お
り
、
廊

下
の
掃

除
は
家

族
が
行

っ
て
い
る
。
以
上
の
状
況
で
は
あ

る
も
の

の
、
よ
り
頻
回
な
状
況
に
基

づ
き
、
「
介
助

さ
れ

て
い
な
い
」
を
選
択

す
る
。

○
認

定
調

査
員

は
、
特
に
軽
度
者
へ
の
認

定
調
査

に
当

た
っ
て
は

、
「介

助
さ
れ
て
い
な
い
」や

「
な
い
」等

の
選
択
肢
を
選
択
す

る
場
合

で
も
、
実

際
に
介
護
の
手
間
が
発

生
し
て
い
る
場
合

に
は

、
特

記
事
項

に
介

護
の
手

間
と
頻
度
を
記
載
す
る
。

「
2-

5排
尿

」
の

例

対
象

者
の

状
況

選
択

の
基
準

選 択 特 記

認
定

調
査

票
一 次 判 定

二 次 判 定

×
記

載
さ
れ

て
い
な
い
場

合
が

多
い

二
次

判
定
で
、

介
護

の
手
間
を

考
慮

で
き
な
い

●
実
際
の
介
助
で
選
択

。
●

頻
回
な
状
況
で
選
択
。

●
手
間
は
特
記
事
項
。

【
特

記
事
項
の
例
】



現
状
（

２
）

○
実

際
に
調

査
項
目
の
選
択
基
準
に
含
ま
れ
て
い
な
い
介
護
内
容

や
、
調

査
項

目
が
設

定
さ
れ
て
い
な
い
介
護
が
あ
る
場
合

は
、
そ
の

具
体

的
な
「介

護
の
手
間
」と

「頻
度
」
を
特
記

事
項
に
記
載

す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

○
し
か

し
現

状
で
は
、
一
次
判
定
に
反
映
さ
れ

て
い
な
い
介
護

の
手
間

が
一
定

量
生
じ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
選
択
基
準
に
含

ま
れ

て
い
な
い
介

護
の
手
間
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
は
、
記
載

さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
介
護

認
定
審
査
会
に
お
け
る
二
次
判

定
で
考

慮
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
場
合
が
多

い
。

●
実
際
の
介
助
で
選

択
。

●
外
出
は
選
択
基
準
に

含
ま
な
い

●
手
間
は
特
記
事
項
。

週
に
２
回
の
通
院
外
出
時

の
移
動
に
お
け
る
家
族
の

手
引
き
歩
行
、
車
送
迎
。

室
内
は
自
力
移
動
な
の
で

「
介
助
さ
れ
て
い
な
い
」

を
選
択

●
室

内
自
力
移
動
。

●
通

院
外
出
時
は
一
部

介
助
あ
り
、
週

2回
、
家

族
が
介
助
。

選
択

肢
の

選
択

基
準

に
含

ま
れ

て
い
な
い
場

合
の

例
（
「
2
-
2
移

動
」
の

例
）

対
象

者
の

状
況

選
択

の
基
準

選 択 特 記

認
定

調
査

票
一 次 判 定

二 次 判 定

×
記

載
さ
れ

て
い
な
い
場

合
が

多
い

二
次

判
定
で
、

介
護

の
手
間
を

考
慮

で
き
な
い

●
調
査
項
目
に
軟
膏
の

塗
布
の
項
目
な
し
。

●
手
間
は
特
記
事
項
。

一
日
三
回
の
家
族

に
よ
る
軟
膏
塗
布

選
択
す
べ
き

調
査
項
目
な
し

（
一
次
判
定
に
は
反
映
さ
れ
な
い
）

●
一

日
三
回
の
軟
膏
の

背
中
へ
の
塗
布
。

●
家

族
に
よ
る
介
助
あ
り
。

対
象

者
の

状
況

選
択

の
基
準

選 択 特 記

認
定

調
査

票
一 次 判 定

二 次 判 定

×
記

載
さ
れ

て
い
な
い
場

合
が

多
い

二
次

判
定
で
、

介
護

の
手
間
を

考
慮

で
き
な
い

い
ず
れ

の
認

定
調
査

項
目
に
も
実
際
に
発
生
し
て
い
る
介

護
の

手
間
に
対

応
し
た
項

目
が

設
定
さ
れ
て
い
な
い
場
合
（
「軟

膏
の

塗
布

の
例

）



帯
状

疱
疹
の
後
遺
症
の
た
め
、
一
日
三

回
、
軟
膏

を
背

中
に
塗
布

す
る
介

助
が

行
わ

れ
て
い
る
。

※
第

2
群

の
特
記
事
項
記
載
欄
の
あ
い
て
い
る
部

分
や

「
5
-1
薬

の
内

服
」
「特

別
な
医

療
-
1
1
 じ

ょ
く
そ
う
の
処
置
」
等
の
特
記
事
項
欄
な
ど
、
審
査
会
委
員

の
読

み
や

す
い
場
所
に
記
載
。

○
認
定

調
査

員
は
、
い
ず
れ

の
認
定
調
査

項
目
に
も
当

該
介
護

の
手
間

に
対

応
し
た
項
目

が
設
定
さ
れ
て
い
な
い
場
合

に
は
、

具
体

的
な
介

護
の
手
間
の
内
容
と
頻
度
を
記

載
す
る
。

【
特

記
事

項
の
例
】

留
意
点

（
２
）

○
認

定
調

査
員

は
、
実
際
に
発
生
し
て
い
る
介

護
の

手
間
が

選
択
肢

の
選
択

基
準
に
含

ま
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
具
体
的
な
介

護
の
手

間
の

内
容
と
頻
度
を
記
載
す
る
。

室
内

で
は

自
力
で
移
動
で
き
る
。
外
出

行
為

に
関

し
て
は

定
義

に
含

ま
れ

な
い
た
め
、
「
介
助
さ
れ
て
い
な
い
」を

選
択
す

る
が

、
週

に
２
回
、
病
院
に
通
院
す
る
際

は
、
長
距

離
の
歩

行
が
で
き
な
い
た
め
、
介

護
者
が
必
ず
付
き
添
い
車
で
の
送

迎
の

上
、
手

引
き
歩
行
し
て
い
る
。

【
特

記
事

項
の
例
】



○
特
に
、
要

支
援
１
な
ど
の
軽
度
の
ケ
ー
ス
で
、
か
つ
、
「認

知
症

高
齢
者

の
日
常

生
活
自

立
度
」
が
Ⅱ
以
上
の
ケ
ー
ス
で
は
、

Ｂ
Ｐ
Ｓ
Ｄ
関

連
の
行
動
に
係
る
介
護
の
手
間

が
発

生
し
て
い
る
可

能
性

が
高
い
が
、
こ
う
い
っ
た
場
合
で
も
、
認
定
調
査
員
に
よ

る
特
記

事
項

が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
多

い
。

○
も
し
、
特

記
事
項
が
適
切
に
記
載
さ
れ
た
場

合
に
は
、
要
支

援
１
か
ら
重

度
変
更

さ
れ

て
、
要
介
護
１
と
な
る
ケ
ー
ス
が
多
い

の
で
は

な
い
か
。

現
状
（
３
）

●
定
義
さ
れ
た
行
動
の

発
生
頻
度
で
選
択
。

●
手
間
は
特
記
事
項
。

家
族
が
毎
日
な
だ
め
て
お
り
、

手
間
が
か
か
っ
て
い
る
。

感
情
の
不
安
定
さ

が
確
認
で
き
な
い
た
め

「
な
し
」
を
選
択

●
「
死
に
た
い
わ
」
と
毎
日

い
う
が
、
感
情
不
安
定

と
ま
で
は
い
え
な
い
。

●
家

族
が
な
だ
め
て
い
る
。

対
象

者
の

状
況

選
択

の
基
準

選 択 特 記

認
定

調
査

票

一 次 判 定

二 次 判 定

×
記

載
さ
れ

て
い
な
い
場

合
が

多
い

二
次

判
定
で
、

介
護

の
手
間
を

考
慮

で
き
な
い

「
4-

3
感

情
不

安
定

」
の

例



留
意
点
（
３

）
○

特
に
、
「
認

知
症

高
齢
者
の
日
常
生
活
自
立

度
」が

Ⅱ
以
上
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
Ｂ
Ｐ
Ｓ
Ｄ
関
連
項
目
等
に
つ
い
て
実
際
の

介
護

の
手

間
が

発
生
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
確
認

を
行

い
、
実

際
に
介

護
の

手
間
が

発
生
し
て
い
る
場
合
は
、
特
記
事

項
に
、
そ
の

手
間
及
び
頻
度
に
つ
い
て
記
載

す
る
こ
と
。

留
意
点
（
４
）

○
認
定

審
査

会
は
、
上
記
の
よ
う
に
認
定

調
査
員

が
記
載

し
た
特
記

事
項
等

を
用

い
て
、
必

要
な
場
合
に
は
、
一
次
判
定
結
果

の
変

更
（
重

度
変

更
及
び
軽
度
変
更
）を

行
う
こ
と
。

特
に
、
一

次
判

定
で
要
支
援
１
等
の
軽
度
と
判

定
さ
れ

た
ケ
ー
ス
で
、
か
つ
、
「認

知
症
高

齢
者
の
日
常
生
活
自
立
度
」が

Ⅱ
以

上
の

ケ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
Ｂ
Ｐ
Ｓ
Ｄ
関

連
項
目

の
特
記

事
項
等

に
着

目
し
て
、
一

次
判
定
の
変
更
の
必
要
性
に
つ
い
て
検

討
す
る
こ
と
。

【
特

記
事

項
の
例
（
「4

-3
感
情
不
安
定
」の

例
）】

「
死

に
た
い
」
と
毎
日
の
よ
う
に
言
う
。
感

情
が

不
安
定

に
な
る
ほ

ど
で
は

な
い
た
め
、
選
択

は
「な

い
」と

す
る
が
、
毎
日
の

よ
う
に
家

族
が
話
を
き
き
、
本
人
を
な
だ
め
て
お
り
、
手

間
が

か
か
っ
て
い
る
。

【
特

記
事

項
の

例
（
「4

-6
大
声
を
出
す
」
の
例

）】
気

に
入

ら
な
い
こ
と
が
あ
る
と
「ば

か
や
ろ
う
」と

吐
き
捨

て
る
よ
う
に
い
う
こ
と
が

週
に

2-
3回

あ
る
。
以
前
は
そ
の
よ
う
な
こ

と
は

な
か

っ
た
た
め
、
家
族
は
性
格
が

変
わ
っ
た
よ
う
だ
と
困
惑

し
て
い
る
。
家

事
等
、
本

人
の
機
嫌
を
損
ね
な
い
よ
う
に
し

て
い
る
が

家
族
に
は
負
担

に
な
っ
て
い
る
。
大
声
で
い
う
わ
け
で
は
な
い
た
め
「大

声
を
出
す
」
は
「
な
し
」と

し
た
。

【
特

記
事

項
の

例
（
「4

-1
5話

が
ま
と
ま
ら
な
い
、
会
話
に
な
ら
な
い
」
の
例
）
】

家
族

に
よ
る
と
対
象
者
の
言
動
が
以

前
と
変

わ
っ
て
き
て
お
り
、
話
し
て
い
る
こ
と
に
整

合
性
が
な
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に

感
じ
る
こ
と
も
あ
る
と
の
こ
と
。
「
会
話
が

成
立

し
な
い
」
と
い
う
ほ

ど
で
は

な
い
の

で
「話

が
ま
と
ま
ら
ず
、
会
話
に
な
ら
な
い
」

は
「
な
し
」
と
し
た
が
、
家
族
は
心
配
で
１
人

に
な
ら
な
い
よ
う
に
し
て
見

守
っ
て
お
り
、
ほ
と
ん
ど
外
出
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。

【
特

記
事

項
の
例
（
「認

知
症
高
齢
者
の

日
常

生
活
自

立
度
の

選
択
」
の
例

）
】

車
の

運
転

が
好
き
で
、
自
分
で
運
転
し
よ
う
と
す
る
が

、
家

族
が

危
険
と
判

断
し
、
や

め
る
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
認
知
症

の
周

辺
症

状
と
し
て
の
行
動
で
は
な
い
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
本

人
が
車

の
運
転

に
固

執
し
て
お
り
、
家
族
が
カ
ギ
を
隠
し

て
い
る
こ
と
で
、
口
げ
ん
か
に
な
る
こ
と
が
週

に
１
度

は
あ
る
と
い
っ
た
状

況
で
あ
る
。
他

に
適
当
な
項
目
が
な
い
た
め
、
当

項
目

に
記

載
し
た
。



特
記

事
項

に
係

る
規

定
等

に
つ
い
て

○
介

護
認

定
審

査
会
の
二
次
判
定
（重

度
変
更

及
び
軽

度
変

更
）で

は
、
特

記
事

項
及
び
主

治
医
意
見
書
か
ら
読
み
取
れ
る
「介

護
の

手
間

」
に
基
づ
き
一
次
判
定
結
果
の
変

更
の

理
由
を
明

ら
か

に
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
認
定
調
査
に
お
い
て

は
、
特

記
事

項
に
「介

護
の
手
間
」
及
び
そ
の

「頻
度

」に
関

す
る
情

報
が

適
切

に
提

供
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
重
要

で
あ
る

（
介
護
認

定
審
査
会
委
員
テ
キ
ス
ト
2
1
ペ
ー
ジ
、
認
定
調
査
員
テ
キ
ス
ト
２
ペ
ー
ジ
）
。

○
特

に
、
Ｂ
Ｐ
Ｓ
Ｄ
関
連
項
目
に
お
い
て
は
、
実
際

の
対
応

や
介
護

の
手
間

と
は
関

係
な
く
、
Ｂ
Ｐ
Ｓ
Ｄ
関
連
の
行
動
の
有
無
に
基

づ
き
、
選

択
肢

を
選
択
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
該

項
目
の

有
無
だ
け
で
介

護
の
手
間
が
発
生
し
て
い
る
か
ど
う
か

は
必

ず
し
も
判

断
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
二

次
判

定
で
介

護
の

手
間
を
適

切
に
評

価
す
る
た
め
に
、
認
定
調
査
員
は
、
介
護

の
手

間
の

状
況

や
頻
度
等
に
つ
い
て
特
記
事

項
に
記

載
す
る
こ
と
と
し
て
い
る

（
平
成
２
１
年
９
月
３
０
日
発
出
事
務
連
絡
に
よ
る

Q
&

A
の
問

４
な
ど
）
。

※
Ｂ
Ｐ
Ｓ
Ｄ
関
連
項

目
：
「
認
知
症
に
伴
う
行
動
・
心
理
状
態
」
の
関
連
項
目

○
ま
た
、
基

準
に
し
た
が
い
、
「介

助
さ
れ
て
い
な
い
」
（介

助
の

方
法
の

項
目
）
、
「な

い
」（
有

無
の
項
目
）、

「
で
き
る
」
（
能
力
の
項

目
）
等
を
選

択
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
実
際
に
介

護
の

手
間
が

発
生
し
て
い
る
場
合

に
は

、
当
該
介
護
の
手
間
及
び
頻
度
に
つ

い
て
、
特

記
事

項
に
記
載
す
る
こ
と
が
重
要

で
あ
る

（
平
成
２
１
年
９
月
３
０
日
発
出
事
務
連
絡
に
よ
る

Q
&

A
の
問
２
１
な
ど
）
。

○
さ
ら
に
、
実

際
に
介
護
の
手
間
が
発
生
し
て
い
る
に
も
関

わ
ら
ず
、
「能

力
」
、
「介

助
の

方
法
」
、
「有

無
（麻

痺
等
・拘

縮
及
び

B
P

S
D
関

連
）
」
の
い
ず
れ
の
基
本
調
査
項
目

に
も
当
該

介
護
の

手
間
に
対

応
し
た
調

査
項

目
が
設
定
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
、

実
際

の
介

護
の

手
間
を
基
本
調
査
項
目
の

選
択
肢

の
選
択

に
よ
っ
て
反

映
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は

、
基
本
調
査
項
目
の

中
で
、
も
っ
と
も
類
似
す
る
又
は
関
連
す
る
調

査
項

目
の
特

記
事
項

等
に
、
具

体
的

な
介

護
の
手
間
の
内
容
と
頻
度
を
記
載
す
る

必
要
が
あ
る

（
同
上

）
。

（
参

考
）

（
参

考
）

日
常
生
活
に
支
障
を
来
た
す
よ
う
な
症

状
・
行
動
や
意
思
疎
通
の
困
難
さ
が
多

少
見
ら
れ
て
も
誰
か
が
注
意
し
て
い
れ

ば
自
立
で
き
る
。

認
知

症
高
齢
者
の
日
常
生
活
自
立
度
Ⅱ

何
ら
か
の
認
知
症
を
有
す
る
が
、
日
常

生
活
は
家
庭
内
及
び
社
会
的
に
ほ
ぼ

自
立
し
て
い
る
。

認
知

症
高
齢
者
の
日
常
生
活
自
立
度
Ⅰ

日
常
生
活
に
支
障
を
来
た
す
よ
う
な
症

状
・
行
動
や
意
思
疎
通
の
困
難
さ
が
み

ら
れ
、
介
護
を
必
要
と
す
る
。

認
知

症
高
齢
者
の
日
常
生
活
自
立
度
Ⅲ

日
常
生
活
に
支
障
を
来
た
す
よ
う
な
症

状
・
行
動
や
意
思
疎
通
の
困
難
さ
が
頻

繁
に
見
ら
れ
、
常
に
介
護
を
必
要
と
す

る
。

認
知

症
高
齢
者
の
日
常
生
活
自
立
度
Ⅳ

著
し
い
精
神
症
状
や
問
題
行
動
あ
る
い

は
重
篤
な
身
体
疾
患
が
見
ら
れ
専
門

医
療
を
必
要
と
す
る
。

認
知

症
高
齢
者
の
日
常
生
活
自
立
度
M


	表紙 雛形(保険者入り）老人保健課
	介護保険最新情報vol.129.pdf
	表紙 雛形(保険者入り）.pdf
	事務連絡（研修及び特記事項の活用について）
	（別紙１）とりまとめ最終「平成２１年１０月からの要介護認定方法の見直しに係る検証について」
	（別紙２）再申請等の勧奨
	スライド番号 1
	スライド番号 2

	（別紙３）質問窓口１２月までVer
	認定質問窓口に寄せられた問い合わせ等について
	特記事項の適切な記載がポイントとなる質問の例

	（別紙４）調査員の説明状況
	認定調査員への研修における説明状況

	（別紙５）二次判定結果
	二次判定結果の要介護度区分の比較（全体）�（研修実施状況調査の結果をふまえた集計）

	（別紙６）特記事項に係る現状及び留意点について
	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	特記事項に係る規定等について





